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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ゲームセンターに配置されるゲーム機の売上集
金管理システムとそれを利用したシステム管理方法の提
供を図る。
【解決手段】ゲームセンター１１に配置されるゲーム機
の売上集金管理システム１０であって、ゲーム機１２毎
のコイン投入量および稼働状況をカウントするカウント
装置１３と、カウント装置１３に内蔵される送信機１４
と、送信機１４から送信される売上情報３０や稼働情報
３１、集金回収情報３２を店舗１１内で受信して情報処
理するホストサーバ２０と、ホストサーバ２０から送信
される売上情報３０や稼働情報３１、集金回収情報３２
をインターネット回線を介して店舗１１外において受信
して情報管理するメインサーバ２１と、で構成されてい
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲームセンターに配置されるゲーム機の売上集金管理システムであって、
　ゲーム機毎のコイン投入量および稼働状況をカウントするカウント装置と、該カウント
装置に内蔵される送信機と、該送信機から送信される売上情報や稼働情報、集金回収情報
を店舗内で受信して情報処理するホストサーバと、該ホストサーバから送信される売上情
報や稼働情報、集金回収情報をインターネット回線を介して店舗外において受信して情報
管理するメインサーバと、で構成されることを特徴とするゲーム機の売上集金管理システ
ム。
【請求項２】
　前記ホストサーバへ送信される売上情報ならびに稼働情報を出力装置のモニタ映像また
は紙媒体に出力して確認することを特徴とする請求項１記載の売上集金管理システム。
【請求項３】
　前記メインサーバによって一元的に管理される売上情報と稼動情報と集金回収情報を店
舗外の携帯通信端末に送信してモニタ管理することを特徴とする請求項１または請求項２
に記載のゲーム機の売上集金管理システム。
【請求項４】
　複数の店舗のホストサーバから送信される売上情報と稼動情報と集金回収情報を店舗外
のメインサーバによって一元的に管理することを特徴とする請求項１から請求項３のいず
れか記載の売上集金管理システム。
【請求項５】
　前記請求項１記載のゲーム機の売上集金管理システムを利用したシステム管理方法であ
って、コイン投入量および稼働状況をカウントするカウントステップと、カウントされた
売上情報と稼動情報ならびに集金回収情報を店舗内のホストサーバへ送信する店舗内送信
ステップと、送信された売上情報と稼動情報と集金回収情報をホストサーバ内に一時的に
保管する情報保管ステップと、ホストサーバ内に保管された各情報に基づき情報処理を行
う店舗内情報処理ステップと、ホストサーバ内に保管された各情報を定時的に店舗外のメ
インサーバにインターネット回線を利用して送信する店舗外送信ステップと、送信された
売上情報と稼動情報と集金回収情報をメインサーバで情報管理する情報管理ステップと、
によって構成されることを特徴とするシステム管理方法。
【請求項６】
　ホストサーバ内に保管された売上情報や稼動情報、集金回収情報を、店舗内の出力装置
で出力する情報出力ステップを備えたことを特徴とする請求項５記載のシステム管理方法
。
【請求項７】
　メインサーバに送信された売上情報や稼動情報、集金回収情報を店舗外の携帯通信端末
へ送信するモバイル送信ステップを備えたことを特徴とする請求項５または請求項６記載
のシステム管理方法。
【請求項８】
　複数店舗のホストサーバから送信された売上情報と稼動情報と集金回収情報を店舗外の
メインサーバで一元的に情報管理することを特徴とする請求項５から請求項７のいずれか
記載のシステム管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゲームセンターに配置されるゲーム機の売上集金管理システムとそれ利用し
たシステム管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からのゲームセンターに配置されるゲーム機における売上集金管理システムとして
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は、店舗毎のゲーム機の売上情報ならびに稼動情報をコンピュータで一元管理することで
売上金額の集計や、人手による集金作業における回収効率を上げて人件費の抑制を図り、
さらに従業員による不正工作の防止を図るシステムの提案がされている。
【０００３】
　しかしながら、それら従来のゲーム機における売上集金管理システムの提案は、店舗内
における売上ならびに集金に関するシステム管理に留まっているため、店舗内の従業員に
よってシステム自体に不正工作がなされた場合、店舗外の第三者によって早期に発見する
ことができないものであった。
【０００４】
　従来から提案されている売上集金管理システムとしては、例えば、主として、ゲームセ
ンター等にあって、配設されている装置、機器の売上や稼動率を一見して把握でき、しか
も、その内容が正確なものとすることで、管理体制を容易にしてミスもなく、適切な対処
ができる「集計装置」(特許文献１参照)が提案され、公知技術となっている。
【０００５】
　しかしながら、係る「集計装置」の提案は、データ処理装置に複数のデータ作成パート
と双方向に電気的接続し、前記したデータ処理装置を計算機に接続して前記したデータを
集計させると共に、データ処理装置に複数のデータ作成パートと、双方向に電気的接続し
、前記したデータ処理装置を計算機に接続してデータを集計させるものではあるが、該提
案は、入出金作業ならびに集金作業と入力管理が一つの店舗内でデータ処理されるためデ
ータ処理装置のデータ自体が店舗内の人間によって不正に改竄される可能性があるものだ
った。
【０００６】
　また、ゲームセンター等で無線で情報収集処理を行うゲーム機管理システムにおいて、
従来の集金作業に無駄が多いという課題を解決し、安価でかつ簡便な構成で集金作業の効
率向上が図れる「ゲーム機管理システム」(特許文献２参照)が提案され、公知技術となっ
ている。
【０００７】
　しかしながら、係る「ゲーム機管理システム」の提案は、課金情報により集金可否判断
をする手段を備えたホストコンピュータと、このホストコンピュータからの指示により集
金指示表示命令信号を子局に無線送信する手段を備えた親局と、この親局から無線受信し
た信号により集金指示表示を行う手段を備えた子局からなるゲーム機管理システムではあ
るが、該提案は、入出金作業と入力管理が店舗内の一人の人間によってデータ処理される
ため、ホストコンピュータのデータ自体が不正に改竄される可能性があるものだった。
【０００８】
　本出願人は、以上のような店舗内の一人の人間によって不正に売上データが改竄される
問題に着目し、それらの問題点をインターネット通信を介して早期且つ正確に解決するこ
とができないものかとの着想の下、ゲームセンターに配置されるゲーム機の売上集金管理
を店舗内のホストサーバと店舗外のメインサーバをインターネット回線を介して別個に管
理するゲーム機の売上集金管理システムとそれを利用したシステム管理方法を開発し、本
発明における「ゲーム機の売上集金管理システムとそれを利用したシステム管理方法」の
提案に至るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】実開平６－４８７６７号公報
【特許文献２】特開平１０－１５２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑み、ゲームセンターに配置されるゲーム機の売上集金管理シ
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ステムとそれを利用したシステム管理方法を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムは、ゲーム
センターに配置されるゲーム機の売上集金管理システムであって、ゲーム機毎のコイン投
入量および稼働状況をカウントするカウント装置と、該カウント装置に内蔵される送信機
と、該送信機から送信される売上情報や稼働情報、集金回収情報を店舗内で受信して情報
処理するホストサーバと、該ホストサーバから送信される売上情報や稼働情報、集金回収
情報をインターネット回線を介して店舗外において受信して情報管理するメインサーバと
、で構成されている。
【００１２】
　また、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムは、前記ホストサーバへ送信さ
れる売上情報ならびに稼働情報を出力装置のモニタ映像または紙媒体に出力して確認する
手段を採る。
【００１３】
　さらに、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムは、前記メインサーバによっ
て一元的に管理される売上情報と稼動情報と集金回収情報を店舗外の携帯通信端末に送信
してモニタ管理する手段を採る。
【００１４】
　またさらに、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムは、複数の店舗のホスト
サーバから送信される売上情報と稼動情報と集金回収情報を店舗外のメインサーバによっ
て一元的に管理する手段を採る。
【００１５】
　さらにまた、本発明にかかるシステム管理方法は、前記ゲーム機の売上集金管理システ
ムを利用したシステム管理方法であって、コイン投入量および稼働状況をカウントするカ
ウントステップと、カウントされた売上情報と稼動情報ならびに集金回収情報を店舗内の
ホストサーバへ送信する店舗内送信ステップと、送信された売上情報と稼動情報と集金回
収情報をホストサーバ内に一時的に保管する情報保管ステップと、ホストサーバ内に保管
された各情報に基づき情報処理を行う店舗内情報処理ステップと、ホストサーバ内に保管
された各情報を定時的に店舗外のメインサーバにインターネット回線を利用して送信する
店舗外送信ステップと、送信された売上情報と稼動情報と集金回収情報にをメインサーバ
で情報管理する情報管理ステップと、によって構成される手段を採る。
【００１６】
　そしてまた、本発明にかかるシステム管理方法は、ホストサーバ内に保管された売上情
報や稼動情報、集金回収情報を、店舗内の出力装置で出力する情報出力ステップを備えた
方法を採る。
【００１７】
　さらにまた、本発明にかかるシステム管理方法は、前メインサーバに送信された売上情
報や稼動情報、集金回収情報を店舗外の携帯通信端末へ送信するモバイル送信ステップを
備えた方法を採る。
【００１８】
　そしてまた、本発明にかかるシステム管理方法は、複数店舗のホストサーバから送信さ
れた売上情報と稼動情報と集金回収情報を店舗外のメインサーバで一元的に情報管理する
方法を採る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムによれば、各店舗内に設置されるホス
トサーバによって、ゲーム機の個別の売上情報と稼動情報と集金回収情報をリアルタイム
で一元管理することができる、といった優れた効果を奏する。
【００２０】
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　また、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムによれば、各店舗内に設置され
るホストサーバによって、事前に回収する集金回収リストが出力されているため、集金時
における集計ミスならびに不正操作を容易に防止することができる、といった優れた効果
を奏する。
【００２１】
　さらに、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムによれば、事前に回収する集
金回収リストが出力されることによって、集金回収巡回効率を上げることができることか
ら、従業員の人件費削減ならびに集金時間の短縮が図られる、といった優れた効果を奏す
る。
【００２２】
　またさらに、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムによれば、店舗内のホス
トサーバによって計上される売上情報と稼動情報と集金回収情報が店舗外のメインサーバ
によって一元的に管理することができることから、複数店舗の売上情報データを同時且つ
一括して把握できる、といった優れた効果を奏する。
【００２３】
　さらにまた、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムによれば、各店舗の売上
情報と稼動情報と集金回収情報が携帯通信端末でリアルタイムで把握できる、といった優
れた効果を奏する。
【００２４】
　そしてまた、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムとそれを利用したシステ
ム管理方法によれば、各店舗の売上情報と稼動情報と集金回収情報を細かく分析して目的
とする経営判断一覧表に出力して一元的に管理できる、といった優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムの第一の実施形態を示す説明図
である。（実施例１）
【図２】本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムの第二の実施形態を示す説明図
である。（実施例２）
【図３】本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムの第三の実施形態を示す説明図
である。（実施例３）
【図４】本発明にかかるシステム管理方法の実施形態を示す説明図である。（実施例４）
【図５】本発明にかかるシステム管理方法によるデータ出力の実施例を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０は、ゲームセンター（店舗１
１）に配置されるゲーム機１２の売上集金管理システム１０であって、ゲーム機１２毎の
コイン投入量および稼働状況をカウントするカウント装置１３と、該カウント装置１３に
内蔵される送信機１４と、該送信機１４から送信される売上情報３０や稼働情報３１、集
金回収情報３２を店舗１１内で受信して情報処理するホストサーバ２０と、該ホストサー
バ２０から送信される売上情報３０や稼働情報３１、集金回収情報３２をインターネット
回線２２を介して店舗１１外において受信して情報処理するメインサーバ２１と、で構成
される手段を採ったことを最大の特徴とする。
　以下、本発明にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０とそれを利用したシス
テム管理方法の実施形態を、図面に基づき説明する。
【００２７】
　尚、本発明にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０とそれを利用したシステ
ム管理方法は、以下に述べる実施例に特に限定されるものではなく、本発明の技術的思想
の範囲内、すなわち同一の作用効果を発揮できる形状や寸法、材質等の範囲内で、適宜変
更することができる。
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【実施例１】
【００２８】
　図１は、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムの第一の実施形態を示す説明
図である。
　本実施形態にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０は、ゲーム機１２毎のコ
イン投入量および稼働状況をカウントするカウント装置１３と、該カウント装置１３に内
蔵される送信機１４と、該送信機１４から送信される売上情報３０や稼働情報３１、集金
回収情報３２を店舗１１内で受信して情報処理するホストサーバ２０と、該ホストサーバ
２０から送信される売上情報３０や稼働情報３１、集金回収情報３２をインターネット回
線２２を介して店舗１１外において受信して総合的に情報処理するメインサーバ２１と、
で構成される。
【００２９】
　ゲーム機１２は、店舗１１内に設置されるゲームマシンならびにアミューズメントマシ
ンによって構成されるもので、コインまたは貨幣の投入によって課金されて稼動する構造
を有する。また、貨幣両替機もシステム上は同位置に位置づけられ、紙幣の投入によって
自動的に相当額のコインが発行される構造を有する。
【００３０】
　カウント装置１３は、ゲーム機１２毎のコイン投入量を収納して保管するコインボック
スの役割と、ゲーム機１２にコインの種類と投入量を検知するカウント機能の役割と、コ
インが投入された日時や一のコイン投入による稼働時間などゲーム機１２毎の稼働状況を
記録する役割と、そのコインの種類と投入量の内訳情報や稼働情報、コインの集金開始時
間や回収終了時間などの集金回収情報３２が送信される送信機１４が内蔵され、その結果
を店舗１１内のホストサーバ２０に送信する役割を果たす構造を有する。
【００３１】
　ホストサーバ２０は、店舗１１内に設けられ、ゲーム機１２毎のカウント装置１３から
送信される売上情報３０と、稼動情報３１と、集金回収情報３２を専用または無線回線３
３を介して受信し、一元的に管理する中央集中管理装置である。
【００３２】
　メインサーバ２１は、基本的に店舗１１外に設置されてインターネット回線２２を介し
てホストサーバ２０から送信されてくる売上情報３０と、稼動情報３１と、集金回収情報
３２を受信し、最終的に経営判断統計表３３に出力して一元的に管理する中央集中管理装
置である。
【００３３】
　売上情報３０は、例えば、コイン別の売上金額、総売上金額、売上推移状況、売上予測
金額などの売上情報データがリアルタイムで計上される。
【００３４】
　稼動情報３１は、例えば、ゲーム機管理番号、ゲーム機の機種、稼動時間、稼動時間帯
などの稼動情報データがリアルタイムで計上される。
【００３５】
　集金回収情報３２は、例えば、集金人名、集金ルート、集金回収場所、集金開始時間、
回収終了時間、回収金額、銀行預金状況などの集金回収情報データがリアルタイムで計上
される。
【００３６】
　以上で構成される本実施形態にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０は、店
舗１１内で集計される売上情報３０と、稼動情報３１と、集金回収情報３２を一元的に管
理するホストサーバ２０と、その店舗１１内で集計される売上情報３０と、稼動情報３１
と、集金回収情報３２を店舗１１外のメインサーバ２１で総合的に一元的に管理すること
によって、店舗１１内の回収作業２６時の不正操作を事前に防止できると共に、売上情報
３０と、稼動情報３１と、集金回収情報３２に加え、従業員就労管理、経営効率情報管理
、不正操作監視などの多方面に亘ったシステム管理を可能とする。
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【実施例２】
【００３７】
　図２は、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムの第二の実施形態を示す説明
図である。
　本実施形態にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０は、前記第一の実施形態
に加え、店舗１１内のホストサーバ２０へ送信される売上情報３０や稼動情報３１、集金
回収情報３２を出力装置２５のモニタ映像または紙媒体に出力して確認することができる
構成となっている。
　また、店舗１１外のメインサーバ２１によって情報管理された売上情報３０や稼動情報
３１、集金回収情報３２を店舗１１外の携帯通信端末２４に送信することによって、経営
者がリアルタイムにモニタ管理することができるものである。
【００３８】
　以上で構成される本実施形態にかかるゲーム機の売上集金管理システム１０は、ホスト
サーバ２０へ送信される売上情報３０や稼動情報３１、集金回収情報３２を出力装置２５
のモニタ映像または紙媒体に出力して確認可能とすることで、予め集金する売上金額の合
計、コインの種類、回収時間が予測できるため、集金業務の効率化と不正操作の防止を図
ることができる。
　また、店舗１１外のメインサーバ２１によって情報管理される売上情報３０や稼動情報
３１、集金回収情報３２を店舗１１外の携帯通信端末２４に送信してモニタ管理すること
を可能にして、経営者がリアルタイムで売上情報３０や稼働情報３１、集金回収情報３２
を携帯通信端末２４のモニタで確認することができるため、経営効率の改善や売上状況の
推移をリアルタイムに把握することができる。
【実施例３】
【００３９】
　図３は、本発明にかかるゲーム機の売上集金管理システムの第三の実施形態を示す説明
図である。
　本実施形態にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０は、前記第一または第二
の実施形態に加え、複数の店舗１１のホストサーバ２０から送信される売上情報３０や稼
動情報３１、集金回収情報３２を店舗１１外のメインサーバ２１によって一元的に管理す
るもので、全国展開またはチェーン展開している複数の店舗１１の売上情報３０と稼動情
報３１と集金回収情報３２を、経営者が一括してリアルタイムで確認することができる。
【００４０】
　以上で構成される本実施形態にかかるゲーム機１２の売上集金管理システム１０は、大
規模の且つ複数のゲームセンター（店舗１１）の売上集金管理を可能にするものである。
【実施例４】
【００４１】
　図４は、本発明にかかるシステム管理方法の実施形態を示す説明図である。
　本実施形態にかかるシステム管理方法は、前記ゲーム機１２の売上集金管理システム１
０を利用したシステム管理方法であって、コイン投入量および稼働状況をカウントするカ
ウントステップ（Ｓｔｅｐ１）と、カウントされた売上情報３０と稼動情報３１ならびに
集金回収情報３２を店舗１１内のホストサーバ２０へ送信する店舗内送信ステップ（Ｓｔ
ｅｐ２）と、送信された売上情報３０と稼動情報３１と集金回収情報３２をホストサーバ
２０内に一時的に保管する情報保管ステップ（Ｓｔｅｐ３）と、ホストサーバ２０内に保
管された各情報３０，３１，３２に基づき情報処理を行う店舗内情報処理ステップ（Ｓｔ
ｅｐ４）と、ホストサーバ２０内に保管された各情報３０，３１，３２を定時的に店舗外
のメインサーバ２１にインターネット回線２２を利用して送信する店舗外送信ステップ（
Ｓｔｅｐ５）と、送信された売上情報３０と稼動情報３１と集金回収情報３２をメインサ
ーバ２１で情報管理する情報管理ステップ（Ｓｔｅｐ６）と、によって構成されるもので
、店舗１１内のホストサーバ２０によって計上される売上情報３０と稼動情報３１と集金
回収情報３２を、店舗１１外のメインサーバ２１に送信して目的とする経営判断統計表３
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３に出力して管理する方法の提供を図るものである。
【００４２】
　また、上記実施形態にかかるシステム管理方法において、ホストサーバ２０内に保管さ
れた売上情報３０や稼動情報３１、集金回収情報３２を、店舗１１内の出力装置２５で出
力する情報出力ステップ（Ｓｔｅｐ７）を備える態様を採用することが可能である。
　さらに、上記実施形態にかかるシステム管理方法において、メインサーバ２１に送信さ
れた売上情報３０や稼動情報３１、集金回収情報３２を店舗１１外の携帯通信端末２４へ
送信するモバイル送信ステップ（Ｓｔｅｐ８）を備える態様を採用することも可能である
。
【００４３】
　本発明にかかるシステム管理方法では、上記各ステップ（Ｓｔｅｐ１～８）に付随する
幾つかのステップも存する。例えば、情報管理ステップ（Ｓｔｅｐ６）により管理された
情報に基づきメインサーバ２１において経営判断統計表３３として出力すべく情報処理を
行う店舗外情報処理ステップ（Ｓｔｅｐ９）や、情報出力ステップ（Ｓｔｅｐ７）により
出力された売上情報３０などのデータと各ゲーム機１２毎あるいは店舗１１ごとの回収金
額とを機械的あるいは手作業にて照合する照合ステップ（Ｓｔｅｐ１０）などである。
【００４４】
　なお、本発明にかかるシステム管理方法から派生するものであるが、図面に示すように
、店舗１１における回収した売上金と売上情報３０との整合性を担保すべく、銀行口座へ
の売上金の入金に際し、当該売上情報３０やその他の情報３１，３２に基づき銀行側で照
合チェックしてもらう態様も可能である。
【００４５】
　ところで、本発明にかかるシステム管理方法において、複数の店舗１１のホストサーバ
２０から送信された売上情報３０と稼動情報３１と集金回収情報３２を、店舗１１外のメ
インサーバ２１で一元的に情報管理する態様も採用し得る。かかる態様を採用することで
、複数店舗１１の売上情報データを同時且つ一括して把握することができ、店舗１１間の
売上比較を簡易明瞭化するなど総合的な情報管理に資する。
【００４６】
　本発明にかかるシステム管理方法は、店舗１１内のホストサーバ２０と店舗１１外のメ
インサーバ２１がインターネット回線２２を介することによって売上情報３０と稼動情報
３１と集金回収情報３２が情報管理され、その管理された各種情報データを基に回収業務
・集計業務の効率化が図られ、さらに不正工作の防止が図られ、さらにまた経営効率の改
善が図られるといったシステム管理方法の提供を可能にする。
【実施例５】
【００４７】
　図５は、本発明にかかるシステム管理方法によるデータ出力の実施例を示す説明図であ
り、（ａ）は店舗別の売上集計表を示し、（ｂ）はゲーム機別の稼動状況を示す集計表で
ある。
　図に示すように、送信された売上情報３０と稼動情報３１と集金回収情報３２情報に基
づき、店舗１１における日別や月別の売上表であったり、ゲーム機１２別の稼働表など、
必要に応じて出力すべき項目を取捨選択可能であり、目的に合った種々の経営判断統計表
３３を作成可能である。
【００４８】
　本発明にかかるシステム管理方法は、店舗１１における売上情報３０や稼動情報３１、
集金回収情報３２を出力装置２５で出力して店舗１１内で確認可能であるだけでなく、店
舗１１外のメインサーバ２１や携帯通信端末２４でも閲覧可能とするシステム管理方法を
採用する。かかる態様により、各店舗１１の売上情報３０と稼動情報３１と集金回収情報
３２を細かく分析して目的とする経営判断集計表３３に出力して、店舗１１間の売上比較
を簡易明瞭化するなど総合的に情報管理することができると共に、経営者がリアルタイム
で売上情報３０や稼働情報３１、集金回収情報３２を携帯通信端末２４のモニタで確認す
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できる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明にかかる売上集金管理システムとそれを利用したシステム管理方法は、従来の売
上集金管理システムやそれを利用したシステム管理方法と比較して、店舗外メインサーバ
により売上情報ならびに集金情報を総合的且つリアルタイムに一元管理することが可能で
あり、小規模のゲームセンターの経営から全国的に展開するチェーン店の売上状況や集金
状況の把握ならび不正監視体制の確立が可能となる。したがって、本発明にかかる「売上
集金管理システムとそれを利用したシステム管理方法」の産業上の利用可能性は極めて大
であるものと解する。
【符号の説明】
【００５０】
１０　　売上集金管理システム
１１　　店舗
１２　　ゲーム機
１３　　カウント装置
１４　　送信機
１５　　貨幣両替機
２０　　ホストサーバ
２１　　メインサーバ
２２　　インターネット回線
２３　　専用回線ならびに無線回線
２４　　携帯通信端末
２５　　出力装置
２６　　回収作業
２７　　銀行口座
３０　　売上情報
３１　　稼動情報
３２　　集金回収情報
３３　　経営判断統計表
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